
平成28年度臨時福祉給付金（3,000円）支給時に提出し、同一
の場合は必要ありません。

　平成26年４月に実施した消費税率の引上げに伴う
所得の少ない方への影響を緩和するため、臨時福祉
給付金（経済対策分）が支給されます。
◇支給対象
　平成28年１月１日時点で西脇市に住民登録があ
り、平成28年度分の市民税（均等割）が課税されて
いない方
※課税されている方の扶養となっている場合や生活
保護の受給者は除きます。
◇支給額
　支給対象者１人につき 15,000円
◇申請方法
　支給対象となる可能性のある方には申請書類をお
送りします。必要事項をご記入（押印）の上、添付
書類とともに、同封の返信用封筒でご返送または窓
口にご提出ください。

◇申請期間
　３月２日（木）～６月２日（金）／土・日・祝除く
◇添付書類
・支給対象者全員の本人確認書類（運転免許証、身
　体障害者手帳、マイナンバーカードの写しなど）
・振込口座確認書類（通帳またはキャッシュカードの写し）

◇支給時期
　４月中旬から随時
◇申請場所
　臨時福祉給付金申請窓口（市役所１階ロビー）
◇問合せ
　社会福祉課（市役所内線559／☎25-2711）

臨時福祉給付金の申請受け付けが始まります

給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。支給対象の要
件を満たしているのに申請書類が届かないときはご連絡ください。

公的年金受給者の申告フローチャート

市県民税の申告受付日程

確定申告および市県民税
の申告は不要です
＊所得税の還付が発生す
る場合は確定申告をする
必要

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である

市県民税の確定申告が必
要です
＊所得税の還付を受ける
場合は確定申告が必要

所得税の確定申告が必要
です
＊所得税が発生しない場
合は代わりに市県民税の
申告が必要

医療費控除、生命保険料控除、扶養控除
の追加などの各種控除の適用を受ける

公的年金以外に申告する所得がない

公的年金等以外の申告する所得
が20万円以下である

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

※特に申告期間前半と開始時間帯は、例年大変混み合い、
　待ち時間が長くなります。ご了承ください。

（受付時間／午前９時～午後４時）

　公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、
公的年金等の所得以外の所得金額が20万円以下で
ある場合は、所得税の確定申告は不要です。ただし、
所得税の還付を受けようとする場合には、所得税の
確定申告が必要です。

第
２
次
西
脇
市
男
女
共
同
参
画
基
本
プ
ラ
ン

〜
パ
ー
ト
ナ
ー
〜
〔
改
定
版
〕（
案
）
に
つ
い
て

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す

男女共同参画社会とは？
次のようなことがないか考えてみましょう
○仕事と家庭での役割について、男女で
　分担を決めつけていませんか？
○「女の子だから」「男の子だから」と
　子どもの可能性の芽を摘んでいませんか？
○職場で女性の役割を固定的に考えていま
　せんか？

プランの具体的施策の主な内容
○男女共同参画センターの充実・強化を図
　り、啓発事業を実施します。
○子どものころから男女共同参画意識を育
　むよう教育の充実を図ります。
○女性の就労起業に向けた支援の充実を
　図ります。
○性的マイノリティの理解を深める
　学習の機会の提供に努めます。

～3月2日（木）から～
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所
得
税
や
市
県
民
税
は
、
個
人

が
前
年
中
に
得
た
所
得
に
対
し
て

課
税
さ
れ
ま
す
。
所
得
税
の
確
定

申
告
は
西
脇
税
務
署
で
、
市
県
民

税
の
申
告
は
生
涯
学
習
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
で
、
2
月
16
日（
木
）

か
ら
3
月
15
日（
水
）ま
で
受
け
付

け
ま
す
。
申
告
に
必
要
な
書
類
を

あ
ら
か
じ
め
ご
準
備
の
う
え
、
早

め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ　

税
務
課
課
税
担
当

（
市
役
所
内
線
2
4
2
･
2
4
3
）

市
県
民
税
申
告
書
を
送
付

　

昨
年
、
市
県
民
税
申
告
書
を
提

出
さ
れ
た
方
に
は
事
前
に
申
告
書

を
送
付
し
ま
す
。
3
月
15
日（
水
）

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
告
書
が
必
要
な
方
は
税
務

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
市
県

民
税
申
告
書
、
申
告
の
手
引
、
農

業
用
収
支
計
算
の
手
引
お
よ
び
医

療
費
控
除
の
明
細
書
の
様
式
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

※

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
場

合
、
市
県
民
税
の
申
告
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。
収
入
が
な
く
て
も
、

国
民
健
康
保
険
税
、
所
得
証
明
書

な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
申
告
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
告
会
場　

生
涯
学
習
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
１
階

休
日
申
告
受
付
（
市
県
民
税
）

◆
実
施
日　

3
月
5
日（
日
）

※

西
脇
税
務
署
は
土
日
、
祝
日
は

閉
庁
し
て
い
ま
す
。

自
書
申
告
の
お
願
い

　

医
療
費
の
計
算
や
農
業
等
の
収

支
内
訳
書
は
事
前
に
作
成
し
て
お

越
し
く
だ
さ
い
。
作
成
さ
れ
て
い

な
い
と
受
付
順
が
替
わ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
12
桁
）
の
記
載

が
必
要
で
す

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
、
市
県

民
税
の
申
告
書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
記
載
す
る

欄
が
設
け
て
あ
り
ま
す
。
申
告
者

ご
本
人
や
配
偶
者
控
除
、
扶
養
親

族
、
事
業
専
従
者
な
ど
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す
。
申

告
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
申
告

者
ご
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
か
通
知
カ
ー
ド
と
身
分
証
明
書

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

西
脇
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

申
告
書
の
作
成
は
ご
自
宅
で
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用

し
て
、
確
定
申
告
書
を
作
成
・
印

刷
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
（
ス
マ
ホ
含

む
）
で
も
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
（
印

刷
は
コ
ン
ビ
ニ
等
の
プ
リ
ン
ト
サ

ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
）。

◆
問
合
せ　

西
脇
税
務
署
（
☎
22

‐3
1
7
1
）

　
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
と
は
、

男
性
、
女
性
と
い
っ
た
性
別
に
と

ら
わ
れ
ず
、
互
い
の
人
権
を
尊
重

し
、
一
人
ひ
と
り
が
持
つ
個
性
と

能
力
を
発
揮
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
社
会
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
男
女
共
同
参
画

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
行
政
お

よ
び
市
民
の
皆
さ
ん
、
事
業
者
等

が
一
体
と
な
っ
て
、
総
合
的
、
計

画
的
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う

「
西
脇
市
男
女
共
同
参
画
基
本
プ

ラ
ン
（
第
1
次
プ
ラ
ン
：
平
成
14

〜
23
年
度
、
第
2
次
プ
ラ
ン
：
平

成
24
〜
33
年
度
）」
を
策
定
し
、

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
第
2
次
プ
ラ
ン
が

中
間
年
度
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
施
策
を
よ

り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、「
第
2

次
西
脇
市
男
女
共
同
参
画
基
本
プ

ラ
ン【
改
定
版
】」
を
策
定
し
ま
す
。

■
意
見
募
集
期
間

　

2
月
21
日（
火
）ま
で

■
閲
覧
場
所

　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
茜

が
丘
複
合
施
設
み
ら
い
え
内
）、

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
2

階
）、
図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

■
意
見
の
提
出
方
法

　

持
参
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
へ
。
題
名
・
住
所
・
氏
名

（
ま
た
は
団
体
名
）・
連
絡
先
を
明

記
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
自
由
。

※

意
見
内
容
を
確
認
す
る
場
合
に

限
り
個
人
情
報
を
利
用
し
ま
す
。

■
意
見
の
提
出
先

　

〒
6
7
7‐0
0
5
7　

　

西
脇
市
野
村
町
茜
が
丘
1
6‐1

　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
あ
て

　

☎
25‐2
8
0
0 

25‐2
2
2
0

　
　

danjyo-c@city.nishiwaki.lg.jp

■
そ
の
他

・
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で
の

　

意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

・
提
出
意
見
に
対
す
る
個
別
の
回

　

答
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

・
意
見
の
反
映
結
果
な
ど
市
の
考

　

え
方
は
、
提
出
意
見
と
と
も
に
、

　

後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

　

ま
す
。

■
問
合
せ　

男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
（
茜
が
丘
複
合
施
設
み
ら
い

え
内
／
☎
25‐2
8
0
0
）

税
の
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

自
書
申
告
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

１６日（木）～１７日（金）
２０日（月）～２２日（水）
２３日（木）～２４日（金）
２７日（月）～２８日（火）
１日（水）
２日（木）～３日（金）
５日（日）
６日（月）
７日（火）～９日（木）
１０日（金）
１３日（月）～１４日（火）
１５日（水）

２月

３月

月　　　日 申告受付対象地区
西脇地区
黒田庄地区
比延地区

日野地区

津万地区
平日に来られない方
津万地区
重春地区
野村地区
芳田地区
前日までに来られなかった方


